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(独)農業食品産業技術総合研究機構                                    提案者：香川県 

提案の概要 野菜茶業研究所 つくば野菜研究拠点の移転 

検討対象機関の

概要 

【機関名】 農業･食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所（つくば野菜研究拠点） （茨城県つくば市） 

【職員数】 常勤職員 ２３名（研究職 ２３名）、ほか事務職 ３５名及び技術専門職 ４名（中央農業総合研究センターと共通）         

非常勤職員 ２３名（研究系 ２３名） 

【現在施設】 占有フロア延べ面積： ７，６２８ ㎡、 敷地面積：中央農業総合研究センター内にあるため、詳細は不明、 

       建物の構造：RC（鉄筋コンクリート構造）、S（鉄骨構造）、   必要圃場面積：  ３６，６７２ ㎡（茨城県つくば市） 

      必要施設：植物工場、ガラス温室、高軒高ハウス、機械工作棟 等 

【必要機材】 

《実験用機器》 

高速液体クロマトグラフィー、イオンクロマトグラフィー、遠心分離機、PDD 亜酸化窒素分析システム、ICP 発光分析計、高速卓上葉面積計、人工光育苗装置、人工気象室、低温高温兼用恒温接種箱、マイ

クロコロニーFISH 検出装置、温度勾配恒温器システム、蛍光顕微鏡システム 

《つくば市内の他機関の保有機器の利用》 

DNA シーケンサー（中央農業総合研究センター） 

【研究実績】 

《主な研究》 

・施設野菜生産技術に係わる研究開発   

生産施設の高度環境制御技術の開発、大型施設に対応した省力技術の開発、施設栽培における省エネ・低コスト生産技術の開発などを実施。    

主な課題：①農林水産省モデルハウス型植物工場実証・展示・研修事業         

  ②食料生産地域再生のための先端技術展開事業「施設園芸における高品質と省力化研究」 

・露地野菜生産技術に係わる研究開発   

業務用野菜の安定生産技術の開発、収穫調製作業の機械化によるコスト削減、気象災害による被害低減技術の開発、収穫予測システムの開発などを実施    

主な課題：①攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業「レタス･キャベツ周年安定供給のための産地間連携・産地内協調支援システムの構築と実証」 

・環境保全型野菜生産技術の開発 

  堆肥等の有機質資材を活用した栽培技術の開発、環境に配慮した病害虫防除に係わる研究開発、局所施肥など化学肥料の低減技術の開発などを実施    

主な課題：①次世代農林水産創造技術（SIP)「植物保護に有用な糸状菌の探索とコート種子の開発」 

    ②農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「日本固有種で実現させる世界初のアスパラガス茎枯病抵抗性系統育成とマーカー開発」 

《共同研究、連携先》 

大学：東北大学、宮城大学、筑波大学、茨城大学、千葉大学、慶應義塾大学、近畿大学、岡山大学、九州大学 等公立機関：岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、大阪府、宮崎県 等 

国立研究開発法人：農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）のうち中央農業研究センター、農村工学研究所及び花き研究所民間企業：種苗会社、施設園芸機材メーカー、流通会社など ３０社以上 

【その他】 

・ 全国に６拠点整備された農水省のモデルハウス型植物工場実証・展示・研修事業の１拠点として、太陽光利用型植物工場施設が H22 年度に整備され（インフラ整備を除く施設工事は約３億円）、とくにト

マトとキュウリの多収生産について、関東、東海、北陸周辺の多くの企業とコンソーシアムを組んで、実証事業を行っている。 

・植物工場分野の研究における課題は今後の人手不足に対応したロボット開発と省エネ化であり、いずれの課題とも先進的な研究機関である産業技術総合研究所及び筑波大学との連携を強化して研究に取り

組んでいる。 

・茨城県内に、地下水位制御システム（FOEAS、河内町）、畑地用地下潅漑システム（OPSIS、茨城町）を施工して１０年以上の長期間にわたって同一圃場による栽培実証試験を実施。 

・東日本大震災の農業復興において、施設園芸は重要な技術。農水省･復興庁のプロジェクト「食料地域再生のための先端技術展開事業（通称、先端プロ）」において、宮城県（先端施設園芸），岩手県（普及

型施設園芸），福島県（花きの先端的生産）においても，中核的な役割を担い，復興に寄与している。担当の研究員が，常磐高速自動車道等を利用して、事業車両などを使用し，定期的に指導を行なっている 
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評価・検討

のポイント 
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新たな論点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当該機関の移転によって機能を発現させるためには、地域の研究機関、民間企業等との連携体制の構築が不可欠であることを踏まえ、受入にあたる地域の産学官連携の体制が現在あるか、又は現在ないなら

ば、どのように構築していくか。 

○ 本県の面積は全国で最も小さいながら、コンパクトな県土のなか、国の行政機関や教育機関、試験研究機関、主要企業の支社・支店が集積しており、連携を取りやすい環境にある。 

○ また、交通アクセスが充実しており、例えば、高松市から県境までいずれも約１時間で到達できるコンパクトな県土であり、北の平野部から南の山間部までいろいろな気候条件・地形の土地があるため狭い

エリアの中で効率的な試験ができ、また、恵まれた気候を生かして、多くの種類の作物の試験研究が可能である。 

○ 香川県内の国、県及び民間の園芸関係の大学、試験研究機関、行政、普及組織、民間企業及び農業者団体等が一堂に会して、園芸農業の推進に向けた技術の開発や普及等に関する連携や研究の推進を図る香

川園芸研究協議会(事務局：香川大学農学部)が組織されており、四国研究センターも会員となって活動している（別紙１）。移転が実現すれば、この協議会を介して試験研究の一層の連携強化が図られるととも

に、四国研究センターを核とした四国内の園芸関係の産学官連携体制の構築に向けても協議を進めていきたい。 

○ また、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業において、つくば野菜研究拠点を中心とするコンソーシアムに参画し、今年度から、アスパラガスでは世界初となる茎枯病抵抗性品種の育成に関する研究

をつくば野菜研究拠点と共同で実施しており、香川県に移転することで、より一層の連携強化に繋がる。この例だけでなく、様々な研究開発におけるコンソーシアム形成に関しては、すでに四国研究センター

を始めとする県内の試験研究機関や民間企業等との連携が行われている。 

○ 具体的な事例として、最近のイチゴ栽培の主流になっている高設型イチゴ栽培システム‘らくちん’をＪＡ、四国電力、香川大学と連携して、全国でも先駆的に開発した実績があり、その他、レタス半自動

移植機やタマネギ調製機を民間企業と共同開発したり、キウイフルーツのオリジナル品種を香川大学と共同育成するなど、産学官連携の体制は古くから構築されている。 

○ 平成 24 年度からは、農業高付加価値化を促進するため、「ヒット商品づくり支援事業」を立ち上げ、県産野菜の機能性や栄養成分を分析・検証するとともに、香川大学医学部・農学部や民間企業と連携し、

県産オリジナル品種等の機能性成分等の分析調査を実施しているほか、健康を売りにした商品作りなどの検討も開始している。 

○ 移転候補先である善通寺市では、当機構四国研究センターが開発したもち麦「讃岐もち麦ダイシモチ」の加工商品の開発、付加価値向上及び販路開拓等、農業の６次産業化を行い、雇用・就業機会の創出を

図っているなどの産学官連携に積極的に取り組んでいる。 

○ 今回の移転により、小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている当機構四国研究センター敷地を活用して移転を行うことで、一層、試験研究の集積、農業研究拠点が形成され、効果的な連携を図るこ

とができる。 

 

 

２．研究能力、産業集積等の状況及び今後その充実予定があればその見通し 

○ 本県の面積は全国で最も小さいながら、コンパクトな県土のなか、国の行政機関や教育機関、試験研究機関、主要企業の支社・支店が集積しており、連携を取りやすい環境にある。 

○ また、交通アクセスが充実しており、例えば、高松市から県境までいずれも約１時間で到達できるコンパクトな県土であり、北の平野部から南の山間部までいろいろな気候条件・地形の土地があるため狭い

エリアの中で効率的な試験ができ、また、恵まれた気候を生かして、多くの種類の作物の試験研究が可能である。 

○ 移転候補先の近辺には、産業技術総合研究所四国センターなどの国の研究機関、県農業試験場、県産業技術センター食品研究所、発酵食品研究所などの県立研究機関、香川大学、徳島文理大学や香川高等専

門学校などの研究・教育機関が集積していることから、研究環境に優れ、研究人材の確保、交流が見込まれる（別紙２）。 

○ 本県は古くから、発酵食品、冷凍調理食品をはじめとした食品産業が集積しており、冷凍調理食品は全国一位の生産量を誇っている。蓄積された食品加工技術や冷凍技術、品質管理技術を生かしてオリジナ

ル商品の開発力強化に取組む企業が複数あり、農業研究との連携が大いに期待できる。 

○ また、バイオテクノロジーを利用した農作物研究に取り組む企業や、植物工場として西日本最大規模となる人工光型植物工場において低カリウムレタスを生産している企業など、民間企業においても積極的

に野菜研究に取り組んでいる。 

○ 小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている同機構の四国研究センター敷地内に移転を行うことで、農業試験研究の集積が図られ、施設園芸、野菜含めた農業研究拠点が形成され、本県を含めた地方

における産業としての農業発展が期待できる。 

○ また、本研究機関を本県に移転することにより、公的及び民間レベルの農業に関する研究が活性化するとともに、食品産業が集積している本県の強み（特性）を活かし、農業と食品産業との連携を強化して

いくことで、県内産業において重要な地位にある農業の活性化による地方創生にも繋がる。 
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新たな論点 

 

 

３．地域の研究機関の研究施設等の供用・研究室の提供など、新たな財政負担は極力抑制しつつ、当該機関の機能を確保するための工夫としてどのようなことが考えられるか。 

○ 本県には、善通寺市に小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている当機構の四国研究センターが立地しており、同センター敷地及び施設を活用して移転を行うことで、新たな財政負担は極力抑制しつ

つ、近隣には、産業技術総合研究所四国センターなどの国の研究機関、県農業試験場、県産業技術センター食品研究所、発酵食品研究所などの県立研究機関、香川大学、徳島文理大学や香川高等専門学校など

の研究・教育機関が集積していることから、県の研究施設の供用・研究室の提供や情報共有を含めた幅広い連携を図ることができ、効率的な運営が可能である（別紙３）。 

○ また、四国研究センター敷地で施設規模が不足する場合は、同センターから車で５分の近隣に所在する旧善通寺養護学校跡地（15,124 ㎡）があり、複合的な使用も検討可能である。 

○ このようなことから、本県に移転する必要性・効果は非常に大きく、国としての機能は維持されることはもとより運用いかんによってはむしろ向上することが期待できると考える。 

 

 

４．移転による地域の経済効果（地域 GDP 等）と雇用創出効果等（可能であれば） 

○ 本県では、10 月に「かがわ創生総合戦略」を策定し、今後、「人口減少抑制戦略」、「人口減少社会適応戦略」の２つの戦略のもと、より一層、人口減少の克服と地域活力の向上対策に重点的に取り組むことと

している。 

○ 「人口減少抑制戦略」において、「企業の本社機能や、国及び独立行政法人等の研究機関・研修所などの政府関係機関の地方移転など、東京一極集中の是正に向けた取組みを進める。」と積極的に誘致に取り

組むことを明記することとしている。 

○ 具体的な施策として、「魅力ある農水産物づくりと農林水産業の６次産業化の推進」や「経営・生産の安定」などを掲げ、産業としての農水産業の発展に向け、県オリジナル品種を中心とした「さぬき讃フル

ーツ」のブランド果実、レタスや「さぬきのめざめ（アスパラガス）」などのブランド野菜など、本県の強みを生かした高品質で特色のある農林水産物のブランド力の強化と生産拡大に向けた取組みを強化する

こととしており、今回の地方への移転により、本県の農業技術・生産の一層の充実・強化につなげることはもとより、日本における新たな施設園芸、野菜の研究拠点を目指すものである。 

○ ＫＰＩには「６次産業化や農商工連携に新たに取組む農業経営体数」を５年後に現状の累計 58 件から累計 108 件へ増加、「県オリジナル品種の作付面積（野菜、果樹、花き）」を現状の 190ha から 250 ha へ

増加、「ブランド農産物の生産量」を現状の 32,538ｔから 38,000ｔへ増加、「新規就農者数」を５年間累計で約 100 人増加、その他、「県産品の振興」として県産品国内販売額年間約 5 億 2 千万円の増加、海外

販売額を年間 9千 7百万円の増加などを掲げ、農林水産業の強化を重点施策に位置付け、積極的に取り組むこととしている。 

○ 当研究拠点の移転により、本県が取り組んでいる産学官の研究分野と連携することでより一層の技術開発等が図られ、本県農業の加速化的な発展が期待できるとともに、ＫＰＩに掲げている目標値の達成に

向けて大きな推進力をもたらしていただけるものと期待をしている。 

○ また、つくば野菜研究拠点で実施している、施設野菜、露地野菜、環境保全型野菜の生産技術に関する数々の研究が実を結び、本県での産業化につながれば、その経済効果は計り知れないほど大きいものと

なる。 

○ 例えば、研究成果が産業化につながり、本県の平成 25 年農業産出額（野菜）の 10％となる 11 億 8,500 万円増えれば、県内において関連するその他の産業にも効果が波及し、5億 800 万円（第１次 3億 7,800

万円＋第２次 1 億 3,000 万円）の間接的な波及効果を誘発し、直接産出額と合わせて、16 億 9,300 万円の効果（誘発効果 1.43 倍）があり、また、その生産活動の結果、9 億 600 万円の粗付加価値と 2 億 2,000

万円の雇用者所得、新たに 444 人の雇用を生み出すと試算した。 

○ この他、例えば、現在、つくば市に所在する職員（常勤職員 23 名（研究職 23 名）、ほか事務職 35 名及び技術専門職 4名（中央農業総合研究センターと共通）、非常勤職員 23 名（研究系 23 名）が本県に移住

することになれば、本県の１人あたり県民所得（2,790 千円）×85 人＝237,150 千円の所得が生まれ、それが消費に回れば、次の投資につながり、県内経済の好循環を生み出す。 

○ さらに職員の家族らがともに移住することになれば、その経済効果はさらに大きいものと考えられる。 

○ このように、野菜研究拠点を移転することにより、本県の経済効果（地域ＧＤＰ等）は増大し、あわせて雇用の創出効果も見込まれるとともに、野菜生産の活性化のみならず、他品目への波及効果も期待で

きる。 
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評価・検討

のポイント 
本県の提案 各府省の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究能力の
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① 優秀な研究人材が確保できるか 

○ 本県には、善通寺市に小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている当機構の四国研究センター

が立地しており、同センター敷地を活用して移転を行うことで、一層、試験研究の集積、農業研究拠点

が形成され、本県を含めた地方における産業としての発展が期待できる。 

○ 県内には県農業試験場や病害虫防除所が設置されており、野菜等の栽培・育種技術の開発、病害虫研

究等を行っている。 

○ また、発酵食品、冷凍調理食品をはじめとした食品産業が集積し、県産業技術センター食品研究所や

発酵食品研究所があり、食品の機能性やそれを活用した新商品の開発に力を入れている。 

○ 民間では、バイオテクノロジーを利用した農作物研究に取り組む企業や、低カリウムレタスを栽培す

る植物工場として西日本最大規模となる人口光型植物工場の生産事業を予定している企業など、民間企

業においても積極的に野菜研究にも取り組んでいる。 

○ その他、四国を統括する国の行政機関や試験研究機関、主要企業の支社・支店の集積をはじめ、香川

大学には農学部があり、様々な研究開発を実施している。 

○ 当研究拠点が移転することによって、試験研究環境が一層に強化され、優秀な研究人材の確保に繋が

る。 

 

② 優れた研究環境が確保できるか 

○ 本県の気候は年間を通じて比較的温暖で降水量は少なく、年間日照時間は年間上位にある（年間日照

時間数の平年値（昭和 56 年～平成 22 年）は 2053.9 時間で全国 11 位）。 

○ 地震・台風などの自然災害が少なく、これに温暖な気候と、都市型インフラの充実などの暮らしやす

さが加わり、他地域に比べて安全・安心が確保されている地理的条件が強みとなっている（自然災害被

害額 平成 24 年 198 百万円で少ない方から全国４位、平成 25 年 977 百万円で少ない方から全国５位、

震度５強以上の地震発生回数は過去 30 年間で１回のみ）。 

○ このように本県は農業研究に適した環境を有しており、本県の善通寺市に所在する同機構の四国研究

センター敷地内に移転を行うことで、農業試験研究の集積が図られ、一層の農業研究の活性化が期待で

きる。 

 

③ 研究資金が確保できるか 

○ 当機構の具体的な研究資金や調達方法が不明であることから、客観的な事実による説明は困難である

が、国からの提案を踏まえ、可能な範囲で支援策を検討する。 

 

④ 研究機関・研究者等との迅速かつ効果的連携が確保できるか 

○ 本県の面積は 1,876.58k ㎡（全国比 0.5％）と全国で最も小さいながら、可住面積比率（全国 10 位）、

人口密度（全国 11 位）と高くなっており、コンパクトな県土のなか、国の行政機関や教育機関、試験

研究機関、主要企業の支社・支店が集積しており、連携を取りやすい環境にある。 

○ 小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている当該機関の四国研究センター敷地を活用して移転

を行うことで、一層、試験研究の集積、農業研究拠点が形成されることで、効果的な連携を図ることが

 

 

 

 

（優秀な人材・優れた研究環境の確保） 

（研究機関・研究者等との迅速かつ効果的連携の確保） 

・野菜は全国で作付けされており、また、地域ごとに様々な種類が栽培されているので、野菜茶業研究所

と地域農業研究センターとが分担して各地域で研究を行っている。 

 

・特につくば野菜研究拠点については、野菜茶業研究所の本所は三重県津市に所在するが、国内野菜生産

の有数産地である関東の野菜生産にも対応するため、また、中央農業総合研究センター（つくば市）と連

携して、水田輪作システムの確立に向けた輪作作物としての野菜の導入に関する研究を実施するため野菜

生産技術分野をつくば市へ移転した経緯があり、野菜生産技術の全国対応を行うとともに関東における中

核的な野菜研究の拠点となっている。 

 

・また、東日本大震災からの復興と東北地方の農業の飛躍的発展を目指して、復興庁・農林水産省が実施

する研究プロジェクト「食料生産地域再生のための先端技術展開事業（先端プロ）」のうち大規模施設園

芸の実用化研究が宮城県山元町において進められており、つくば野菜研究拠点は、その中核的な役割を担

い、担当の研究員が定期的に指導を行っているところである。 

 

・さらに、近畿中国四国地域の野菜研究の拠点として、近畿中国四国農業研究センター四国研究センター

（香川県）、同綾部研究拠点（京都府）があり、特に四国研究センターでは「日光温室等の活用による温

暖地における高収益・安定生産施設園芸技術の開発」を、綾部研究拠点では「土壌病害虫診断と耕種的防

除技術による野菜の環境保全型生産システムの開発」について研究を加速しているところである。 

 

・このように近畿中国四国地域に２つの野菜の研究拠点を設置している中で、つくば野菜研究拠点の近畿

中国四国農業研究センター四国研究センターへの移転は、近畿中国四国地域における研究課題への対応を

更に強化できる一方で、関東地域で実施する野菜の研究拠点が皆無となり、関東地域の関係機関との連携

も困難になるため、関東地域の野菜生産に甚大な影響を及ぼす可能性がある。 

 

・農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）は、平成 28 年度より、農業生物資源研究所、農業環境

技術研究所及び種苗管理センターと統合する予定であり、この統合による効果として、農業生物資源研究

所の植物科学研究部門（植物の生理機能の解明等）等との密接な連携により、野菜の栽培技術および栽培

生理にかかる研究開発を飛躍的に発展させていくこととしているが、このような対応が困難になる。 

これまでの論点を再整理（下線部＝加筆） 
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研究能力の

確保・向上 

できる。 

○ 県内には県農業試験場や病害虫防除所が設置されており、野菜等の栽培・育種技術の開発、病害虫研

究等を行っていることから、効果的な連携を図ることができる。 

○ 今年度から、国の委託事業でアスパラでは世界初となる茎枯病抵抗性品種の育成に関する研究をつく

ば野菜研究拠点と共同で実施しているが、香川県に移転して来れば、より連携が取りやすくなる。この

例だけでなく、最近は農研機構も研究成果の普及をより強く求められてきていることから、地方の農業

試験場と連携を取りながら研究を進めることができれば、普及につなげやすくなり、農研機構にとって

もメリットがあるのではないか。 

○ 本県では、最近のイチゴ栽培の主流になっている高設型イチゴ栽培システム‘らくちん’をＪＡ、四

国電力、香川大学と連携して、全国でも先駆的に開発した実績があり、その他、レタス半自動移植機や

タマネギ調製機を民間企業と共同開発したり、キウイフルーツのオリジナル品種を香川大学と共同育成

するなど、産学官連携の体制は古くから構築されている。 
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① 産学官連携をしやすい体制が確保されるか。 

○ 同機構四国研究センターが品種改良したもち麦「讃岐もち麦ダイシモチ」は本県善通寺市の農業特産

品の一つとして、新たな加工商品の開発、付加価値向上及び販路開拓等、農業の６次産業化を行い、雇

用・就業機会の創出を図っているところであり、連携した取組みの実績を有している。 

○ 本県産業では、発酵食品、冷凍調理食品をはじめとした食品産業が集積しており、冷凍調理食品は全

国１位の生産量を誇っている。蓄積された食品加工技術や冷凍技術、品質管理技術を生かして、オリジ

ナル商品の開発力強化に取り組む企業が複数あり、農業研究との連携が期待できる。 

○ 平成 24 年度からは、農業高付加価値化を促進するため、「ヒット商品づくり支援事業」を立ち上げ、

県産野菜の機能性や栄養成分を分析・検証するとともに、香川大学医学部・農学部や民間企業とともに、

県産オリジナル品種等の機能性成分等の分析調査を実施し、健康を売りにした商品作りなどの検討も開

始している。 

 

② 政策への反映を目的とした研究（レギュラトリーサイエンス等）について、行政との連携が確保でき

るか 

○ 本県では、国に先駆けて検討を開始し、平成 25 年７月に「香川県産業成長戦略」を策定し、戦略的

な産業振興などにより経済の活性化と雇用の拡大を図り、人口の社会増減をプラスに回復させることを

目指してきた。 

○ 今般、「かがわ人口ビジョン」を踏まえ、「かがわ創生総合戦略」を策定し、今後、「人口減少抑制戦

略」、「人口減少社会適応戦略」の２つの戦略のもと、より一層、人口減少の克服と地域活力の向上対策

に重点的に取り組むこととしている。 

○ 「人口減少抑制戦略」において、「企業の本社機能や、国及び独立行政法人等の研究機関・研修所な

どの政府関係機関の地方移転など、東京一極集中の是正に向けた取組みを進める。」と積極的に誘致に

取り組むことを明記することとしている。 

○ 具体的な施策として、「魅力ある農水産物づくりと農林水産業の６次産業化の推進」や「経営・生産

の安定」などを掲げ、産業としての農水産業の発展に向け、県オリジナル品種を中心とした「さぬき讃

フルーツ」のブランド果実、レタスや「さぬきのめざめ（アスパラガス）」などのブランド野菜など、

本県の強みを生かした高品質で特色のある農林水産物のブランド力の強化と生産拡大に向けた取組み

を強化することとしており、今回の地方への移転により、本県の農業技術・生産の一層の充実・強化に

つなげることはもとより、日本における新たな施設園芸、野菜の研究拠点を目指すものである。 

○ ＫＰＩには「６次産業化や農商工連携に新たに取組む農業経営体数」を５年後に現状の累計 58 件か

ら累計 108 件へ増加、「県オリジナル品種の作付面積（野菜、果樹、花き）」を現状の 190ha から 250 ha

へ増加、「ブランド農産物の生産量」を現状の 32,538ｔから 38,000ｔへ増加、「新規就農者数」を５年

間累計で約 100 人増加、その他、「県産品の振興」として県産品国内販売額年間約 5億 2千万円の増加、

海外販売額を年間 9千 7百万円の増加などを掲げ、農林水産業の強化を重点施策に位置付け、積極的に

取り組むこととしている。 

○ 当研究拠点の移転により、本県が取り組んでいる産学官の研究分野と連携することでより一層の技術

開発等が図られ、本県農業の加速化的な発展が期待できるとともに、ＫＰＩに掲げている目標値の達成

に向けて大きな推進力をもたらしていただけるものと期待をしている。 

 

（産学官連携） 

・香川県での研究の活用は見込まれるものの、我が国の野菜の有数産地である関東（平成 25 年度野菜生

産額２位：茨城県、３位：千葉県、６位：埼玉県、７位：群馬県、８位：栃木県、関東地域は、主要野菜

41 品目の全国作付け面積の 30％弱、全国の野菜用施設設置面積の約 30％を占める）における野菜研究の

拠点が無くなれば、研究成果の活用場面が著しく縮小する。 
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① なぜその地域か 

○ 本県の気候は年間を通じて比較的温暖で降水量は少なく、年間日照時間は年間上位にある（年間日照

時間数の平年値（昭和 56 年～平成 22 年）は 2053.9 時間で全国 11 位）。（再掲） 

○ また、地震・台風などの自然災害が少なく、これに温暖な気候と、都市型インフラの充実などの暮ら

しやすさが加わり、他地域に比べて安全・安心が確保されている地理的条件が強みとなっている（自然

災害被害額 平成 24 年 198 百万円で少ない方から全国４位、平成 25 年 977 百万円で少ない方から全国

５位、震度５強以上の地震発生回数は過去 30 年間で１回のみ）。（再掲） 

○ 本県産業では、発酵食品、冷凍調理食品をはじめとした食品産業が集積しており、冷凍調理食品は全

国１位の生産量を誇っている。蓄積された食品加工技術や冷凍技術、品質管理技術を生かして、オリジ

ナル商品の開発力強化に取り組む企業が複数あり、農業研究との連携が期待できる。（再掲） 

○ 本県では農作物のブランド強化と生産拡大に取組んでおり、イチゴ「さぬき姫」、アスパラガス「さ

ぬきのめざめ」など、本県オリジナル品種の作付拡大に取り組んでいる。 

○ また、温暖な気候を生かしたブロッコリー（生産量全国４位）、レタス（生産量全国５位）、タマネギ

（生産量全国８位）などの土地利用型野菜の生産拡大が進むとともに、県オリジナル品種やレタスをは

じめとする主要野菜など、本県の強みのある農産物について、一層の高品質化、安定生産に対応した栽

培技術の研究やＩＣＴなどの次世代農業技術の導入検討等、より一層の生産拡大や品質向上に取り組ん

でいるところである。 

○ 平成 24 年度からは、農業高付加価値化を促進するため、「ヒット商品づくり支援事業」を立ち上げ、

県産野菜の機能性や栄養成分を分析・検証するとともに、香川大学医学部・農学部や民間企業とともに、

県産オリジナル品種等の機能性成分等の分析調査を実施し、健康を売りにした商品作りなどの検討も開

始している。（再掲） 

○ 一方、生産者の減少や高齢化が進行していることから、低コスト・省力化技術の開発等の課題も山積

しており、香川県農地機構を活用した農地集積の促進や良好な営農条件を備えた優良農地の確保などに

も積極的に取り組んでいる。 

○ このように本県は農業研究に適した環境を有しており、本県の善通寺市に同機構近畿中国四国農業研

究センター（四国研究センター）が所在していることもあり、当該機関が移転することで、一層の農業

研究の活性化が期待できる。（再掲） 

 

② 強みをもつ地域産業のポテンシャルを更に高めることが期待できるか 

○ 西日本地区に施設園芸、野菜分野の国の研究機関が設置されていない現状を踏まえ、温暖な気候で気

象災害も少なく、施設園芸、野菜の生産が盛んな本県に当該研究機関を移転することで、本県農業試験

場との連携等により、一層の技術開発等が図ることができ、本県農業の加速化的な発展が期待できる。 

○ 小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている同機構の四国研究センター敷地内に移転を行うこ

とで、農業試験研究の集積が図られ、施設園芸、野菜含めた農業研究拠点が形成され、本県を含めた地

方における産業としての農業発展が期待できる。 

○ 本研究機関を本県に移転することにより、公的及び民間レベルの農業に関する研究が活性化するとと

もに、食品産業が集積している本県の強み（特性）を活かし、農業と食品産業との連携を強化していく

ことで、県内産業において重要な地位にある農業の活性化による地方創生にも繋がる。 

○ また、つくば野菜研究拠点で実施している、施設野菜、露地野菜、環境保全型野菜の生産技術に関す

る数々の研究が実を結び、本県での産業化につながれば、その経済効果は計り知れないほど大きいもの

（地域産業のポテンシャル向上） 

・移転した場合、香川県での野菜産業への一定の波及効果が見込まれる。ただし、関東地域で実施する野

菜の研究拠点が皆無となり、関東地域の関係機関との連携も困難になるため、関東地域の野菜生産に甚大

な影響を及ぼす可能性がある。 
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等への波及

効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となる。 

○ 例えば、研究成果が産業化につながり、本県の平成 25 年農業産出額（野菜）の 10％となる 11 億 8,500

万円増えれば、県内において関連するその他の産業にも効果が波及し、5億 800 万円（第１次 3億 7,800

万円＋第２次 1億 3,000 万円）の間接的な波及効果を誘発し、直接産出額と合わせて、16 億 9,300 万円

の効果（誘発効果 1.43 倍）があり、また、その生産活動の結果、9億 600 万円の粗付加価値と 2億 2,000

万円の雇用者所得、新たに 444 人の雇用を生み出すと試算した。 

○ この他、例えば、現在、つくば市に所在する職員（常勤職員 23 名（研究職 23 名）、ほか事務職 35 名

及び技術専門職 4 名（中央農業総合研究センターと共通）、非常勤職員 23 名（研究系 23 名）が本県に

移住することになれば、本県の１人あたり県民所得（2,790 千円）×85 人＝237,150 千円の所得が生ま

れ、それが消費に回れば、次の投資につながり、県内経済の好循環を生み出す。 

○ さらに職員の家族らがともに移住することになれば、その経済効果はさらに大きいものと考えられ

る。 

○ このように、野菜研究拠点を移転することにより、本県の経済効果（地域ＧＤＰ等）は増大し、あわ

せて雇用の創出効果も見込まれるとともに、野菜生産の活性化のみならず、他品目への波及効果も期待

できる。 
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評価・検討

のポイント 
本県の提案 各府省の見解 

運営の効率

の確保 

○ 本県への移転により当該道府県以外の道府県の利便性が悪化したり、国全体としての機能が低下する

ことは想定しにくく、仮に首都圏との連絡調整業務等があったとしても、アクセスが充実しているため、

支障なく対応できると考える。 

○ 同機構の四国研究センター敷地内への移転により、近隣には本県の農業試験場や病害虫防除所、食品

研究所等もあり、容易に情報共有を含めた連携を図ることができ、効率的な運営が可能である。 

○ 香川県は、北の平野部から南の山間部までいろいろな気候条件、地形の土地があるため狭いエリアの

中で効率的な試験ができ、また、恵まれた気候を生かして、多くの種類の作物の試験研究が可能であ 

○ このようなことから、本県に移転する必要性・効果は非常に大きく、国としての機能は維持されるこ

とはもとより運用いかんによってはむしろ向上することが期待できると考える。 

（効率性の確保） 

・関東における野菜研究の拠点が無くなる中で、善通寺市から、関東地域の関係機関と連携を図ることに

なり、運営の効率の確保が困難になる。 

 

・つくばでは、従前より、農研機構内の各研究所や地域農業研究センター、その支所で類似・重複してい

る業務を統合し、組織のスリム化と業務運営の効率化に取り組んできたところ。さらに、農研機構は、平

成 28 年度より、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び種苗管理センターと統合予定であり、統

合によってほ場管理業務の一元化等の効率化を図る予定であり、効率的な運営の確保が困難になる。 

条件整備 

① 施設確保・組織運営に当たり、どのような工夫がなされているか 

○ 本県における研究集積の強みを発揮させるため、本県の善通寺市に設置されている近畿中国四国農業

研究センター（四国研究センター）やその周辺に設置する。 

○ 施設規模が不足する場合は、近隣の県有施設との複合的な使用も検討する。 

○ 本県には、善通寺市に小麦や大豆、傾斜地農業技術等の研究を行っている当機構の四国研究センター

が立地しており、同センター敷地及び施設を活用して移転を行うことで、新たな財政負担は極力抑制し

つつ、近隣には、産業技術総合研究所四国センターなどの国の研究機関、県農業試験場、県産業技術セ

ンター食品研究所、発酵食品研究所などの県立研究機関、香川大学、徳島文理大学や香川高等専門学校

などの研究・教育機関が集積していることから、県の研究施設の供用・研究室の提供や情報共有を含め

た幅広い連携を図ることができ、効率的な運営が可能である。 

○ また、四国研究センター敷地で施設規模が不足する場合は、同センターから車で５分の近隣に所在す

る旧善通寺養護学校跡地（15,124 ㎡）があり、複合的な使用も検討可能である。 

○ このようなことから、本県に移転する必要性・効果は非常に大きく、国としての機能は維持されるこ

とはもとより運用いかんによってはむしろ向上することが期待できると考える。 

 

② 国・独立行政法人の組織・費用が増大するものとなっていないか（地方としてどのような条件整備の

工夫ができるか） 

○ 施設整備については事業規模が不透明なため、国からの要望を踏まえて検討する。 

 

③ 職員の生活環境・住環境が確保されているか 

○ 近畿中国四国農業研究センター（四国研究センター）の職員が入居している国合同宿舎を利用する 

○ 宿舎が必要な場合は、廃止決定された処分予定の国家公務員宿舎が同地区にあり、その土地・施設の    

利活用にて対応する。 

 

（施設確保等） 

・近畿中国四国農業研究センター四国研究センター（善通寺市）には、つくば野菜研究拠点を受け入れる

だけの施設・用地がないので、研究施設・機材の整備や用地の取得が必要。 

その他特記

事項 

○ 東京圏と隣接しているつくば市は、地方であっても、地理的要因から同業研究者や取引業者など、関

係する人の東京圏への流れが形成されており、東京圏とは全く異なる西日本に移転することで、東京圏

への人の流れは変えることが可能である。 

・第 189 回通常国会で農研機構等４法人の統合を内容とする「独立行政法人に係る改革を推進するための

農林水産省関係法律の整備に関する法律」が成立したが、衆議院及び参議院において、「農業・食品産業

技術総合研究機構の各研究機関等がつくば市に集積していることに鑑み、今般の組織統合の効果をあげる

ためにも、まち・ひと・しごと創生本部が進める政府機関の地方移転の検討に当たっては慎重に対応する

こと。」との付帯決議が採択されている。 
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国の行政機関、教育機関、試験研究機関等の集積状況 

 

１．国の行政機関（香川県所在の四国ブロックを統括する主な機関） 

 人事院四国事務局、四国管区警察局、四国行政評価支局、高

松矯正管区、高松法務局、高松入国管理局、高松高等検察庁、四

国公安調査局、四国財務局、高松国税局、四国厚生支局、四国経

済産業局、四国地方整備局、四国運輸局、中国四国地方環境事

務所高松事務所、中国四国防衛局 高松防衛事務所、陸上自衛隊

中部方面隊第 14 旅団司令部 善通寺駐屯地 等 

 

２．教育機関（理系を含む大学等） 

（１）国立大学法人 香川大学 

   ①学部 

工学部（安全システム建設工学科、電子・情報工学科、知

能機械システム工学科、材料創造工学科）、農学部（応用生

物化学科）、医学部（医学科、看護学科）、教育学部、法学部、

経済学部 

   ②大学院、専門職大学院 

     工学研究科、農学研究科、医学系研究科、教育学研究科、

法学研究科、経済学研究科、地域マネジメント研究科、愛媛

大学大学院との連合農学研究科、香川大学・愛媛大学連合

法務研究科 

③センター、室 

総合生命科学研究センター、希少糖研究センター、微細構

造デバイス統合研究センター、瀬戸内圏研究センター、社

会連携・知的財産センター、危機管理研究センター 、国際

研究支援センター、研究戦略室、地域連携戦略室 等 

   

（２）徳島文理大学（香川キャンパス） 

①学部 

理工学部（ナノ物質工学科、機械創造工学科、電子情報工

学科）、香川薬学部（薬学科、薬科学科）、保健福祉学部（診

療放射線学科、臨床工学科）、文学部 

   ②大学院 

工学研究科、薬学研究科、文学研究科 

   ③研究所 

未来科学研究所、神経科学研究所、比較文化研究所 

別紙２ 



 

（３）（独）国立高等専門学校機構 香川高等専門学校 

①高松キャンパス（創造基礎工学系） 

     機械工学科、電気情報工学科、機械電子工学科、建設環境

工学科、創造工学専攻 

②詫間キャンパス（電子情報通信工学系） 

     通信ネットワーク工学科、電子システム工学科、情報工学

科、電子情報通信工学専攻 

③地域連携拠点 

地域イノベーションセンター、みらい技術共同教育センター 

 

３．試験研究機関（四国ブロックを統括する主な機関） 

（１）（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業

研究センター 四国研究センター  

 

（２）（国研）産業技術総合研究所 四国センター 

 

（その他）（独）製品評価技術基盤機構 四国支所、（独）中小企業

基盤整備機構 四国本部、関西・吉野川支社 吉野川本部 、

（独）国際協力機構四国支部、住宅金融支援機構 四国支店 

等 

 

４．県立試験研究機関 

産業技術センター、同発酵食品研究所、農業試験場、畜産試

験場、水産試験場、環境保健研究センター 

 

５．産業支援機関 

（一財）四国産業・技術振興センター、（公財）かがわ産業支

援財団 
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環境調査研修所                                             提案者：香川県 

提案の概要 研修所の全部移転 

検討対象機関の

概要 

１ 名称（住所）   

環境調査研修所（埼玉県所沢市並木３－３） 

 

２ 職員数   

常勤職員１６名、非常勤職員８名（所長は、環境省本省 総合環境政策局長が兼務しており、職員数には含まれていない） 

 

３ 業務内容   

設置の目的・・・「環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練の実施」として、国及び地方公共団体等の職員への研修を実施。（環境省組織令第４２条第２項第１

号）   

研修コース数・・・４２コース（５０回）（外部講師割合：行政研修 100%、分析研修 71%、職員研修 100%）（平成２６年度実績）   

研修員受入数・・・延べ１，８９０名（環境省職員２３３名、他省庁職員４３名、地方公共団体職員１，５６６名、独立行政法人等職員４８名）（平成２６年度実績）  

研修外部講師・・・延べ５９５名（環境省職員１３８名、他省庁職員６名、地方公共団体職員６０名、その他大学、民間団体等所属の専門家３９１名）（平成２６年度実績） 

 

４ 施設   

敷地面積２０，０００㎡、延べ床面積１３，２５５㎡   

主な施設の名称：本館（講堂：定員 120 名、第一教室：定員 60 名、第四、第五教室：各定員 20 名、第六教室：定員 50 名）、研修棟（大セミナー室：定員 72 名、中小セミナ ー室：定員各 20 名）実

習棟、特殊実習棟、第２特殊実習棟、宿泊棟（120 室、収容 120 名）、厚生棟（食堂 140 席、男女浴場、シャワー室）。このほか、分析研修用の分析機器や、研修に用いる薬品等の有害

物質を処理する廃水処理施設を付帯 
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評価・検討

のポイント 
本県の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな論点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研修及び宿泊で利用可能な施設の整備状況、宿泊に伴う受講者の費用の見込み 

○ 本県においては、県内に所在する複数の候補地を提案しており、提案している候補地には、更地のほか、改修等により既存施設が活用可能なものもあり、当研修所の意向に応じ調整が可能である（別紙１）。 

○ 例えば、高松サンポート合同庁舎建設に伴って生まれる、四国管区警察局や四国財務局、高松第二地方合同庁舎など移転跡地（建物あり）や、統廃合により生まれる高校跡地（建物あり）など、これらの有

効活用により財政負担の軽減につながるものも提案している。 

○ あわせて、職員の居住地については、処分予定の国家公務員官舎も提案しており、これらの土地・建物の有効活用も図れるのではないかと考えている。 

○ また、国の公有財産や公有地については、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27 年６月 30 日閣議決定）で、公的ストックの有効活用として、既存ストックの再活用や施設の集約化・広域連携を

踏まえ、国公有財産の最適利用や、国公有地の未利用地の売却・有効活用を推進するとともに、企業等による新たな事業の展開を促進することとなっており、こうした方針にも沿う形での整備も可能ではない

かと考えている。 

○ なお、新たに宿泊施設等の整備が必要なものについては、国からの要望を踏まえ、可能な範囲で支援策を検討したい。 

○ 宿泊に伴う受講者の費用の見込みについては、研修所の候補地内に宿泊施設を新設、改修する限りにおいては、これまでの費用負担の考え方と同様になるものと考えている。 

○ 宿泊施設を候補地内に新設、改修しないとの方針であれば、近隣に所在するホテル等の宿泊施設を県、関係市町が一体となってあっせんに努める。 

 

２．移転により新たな付加価値を創出するための取組（現地実習プログラム等）の具体イメージ 

○ 瀬戸内海をはじめ、本県は恵まれた自然環境の下、海岸沿いから中山間地域まで、様々な環境フィールドを有しており、効率的・効果的な研修が可能である。 

（１）里海づくり 

○ 本県では、平成 25 年度から、全国で初めて全県域を対象に、山・川・里(まち)・海を一体的に捉え、保全と活用の両面から人が適切に関わることにより「豊かな海」をつくっていこうとする「里海づくり」

の取組みを始めており、山・川・里(まち)・海それぞれで活動する団体のネットワーク化や、里海づくりの体験活動の拠点づくり、県・山間部を含むすべての市町・漁業者等が連携して行う香川県方式の海ごみ

対策など、様々な取組みを行っている。 

○ 環境調査研修所の研修において、こうした本県の取組みについて、事例として講義するとともに、里海づくりの体験活動に参加していただくことが研修効果をあげるのに有効であると考えている。この体験

活動は、坂出市の王越という、里海と里山を併せ持つ地域を主な拠点として実施している。 

○ 具体的には、瀬戸内海に１万 3,000 トン以上あると言われている海ごみについて学ぶため、海岸でどんなごみがどの程度あるかを調査するとともに、近年利用されなくなりヘドロ化しているアオサの回収を

行っていただく。また、現役の猟師の案内により耕作放棄地となっている場所がイノシシに荒らさている現状を見ていただくほか、放置竹林の伐採体験をしていただく。さらに、王越の海でとれる鯛を使った

「鯛めし」や「亀の手」を入れた味噌汁、山で捕獲したイノシシの肉やみかんを味わっていただく。 

○ こうした体験活動により、山から海までのつながりをより認識することができ、また、海ごみやアオサ、イノシシ、放置竹林など地域の課題について実感していただくことができる。加えて、本県の里海づ

くりは、住民との協働による地域づくりでもあり、体験活動を提供する側の１つである自治会や婦人会など地域づくり活動についても学ぶことができるものと考えている。 

 

（２）どんぐり銀行活動とみどりの生涯学習制度 

○ 環境行政を推進するためには、各種規制をはじめとした制度・政策の設計と合わせて、住民に環境問題に関心を持っていただき、具体的な行動をしていただくことが重要である。平成４年に本県が全国に先

駆け始めた「どんぐり銀行」はその具体的な事例として、環境調査研修所の研修プログラムとしてふさわしいものと考える。 

○ この「どんぐり銀行」は、ドングリを「森の通貨」に見立て、県民(子どもが中心)がドングリを持参すれば預金通帳を発行し、その通貨や払戻で苗木等と交換できる仕組みである。預金者には情報誌である

「どんぐり通信」を発送し、その中で、森の観察会、タケノコ掘り、昆虫採集、ドングリ拾い、ネイチャーゲーム、カブトムシの森づくりなど様々なイベントへ勧誘する。 

○  また、こうしたイベントを実施するのは、ＮＰＯ法人どんぐりネットワークをはじめとしたボランティア団体等であるが、これらの団体を支えるスタッフは、イベント参加者の中から自然に供給されるよう

な運営をしていることも特色の１つである。 

○ 平成 28 年度から実施を予定している「みどりの生涯学習制度」はこのような「どんぐり銀行」の特色を、県内の様々な環境活動をしている団体や個人を巻き込んだものとして体系化し情報発信することによ

り、環境活動全般を活発化しようとするものである。 

○ こうした「どんぐり銀行」を中心とした環境教育の取組みを具体的な事例として、研修生が座学により研究・学習する機会とするとともに、実際のイベント等に参加者あるいは主催者として参加体験する機

会を通して、環境行動への参加を促す研修が実施できるものと考えている。 
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新たな論点 

 

（３）その他の現地実習プログラム等 

○  国内最大である瀬戸内海国立公園のうち 27％が本県の区域であり、本県の県土面積の約 10％が国立公園に指定されている。 

○ 屋島に代表されるメサや飯野山をはじめとしたビュートなど、特徴的な景観を形成しており、国立公園として保全されているものも見ることができる。また、県内の主要観光地である屋島、寒霞渓、五色台、

琴平山なども国立公園の区域内にある。 

○ このうち、特に五色台には国民休暇村を中心としてキャンプ場、遊歩道、ビジターセンターが整備されており、その周辺には県の瀬戸内海歴史民俗資料館や自然科学館など、自然環境や歴史を学ぶことので

きる施設が集積している。環境調査研修所において、こうした施設を活用した現地実習等を行うことができるものと考えている。 

○ そのほか、島しょ部に広がる海浜植生、ため池等の湿性植生、金刀比羅宮の鎮守の森に代表される照葉樹林などの植生、さらには動物や学術的に貴重な地質などを比較的短時間で観察することが可能である。 

 

○ このように、本県は様々な環境フィールドを有しており、これらを有効活用した研修を新たに取り入れ、現地研修カリキュラムを拡大・充実させていくことは、当研修所が目指す「環境行政に従事する国・

地方公共団体の担当職員等の能力の開発、資質の向上を図るため各種の環境保全に関する研修」に十分に貢献できるもの考えており、移転により運用いかんによっては機能向上になると考えている。 

○ また、フィールド提供による交流・連携や講師の派遣などを通じ、環境に対する経験・知識の蓄積、地域における環境保全に対する気運醸成に繋がることから、かがわ創生総合戦略に掲げているＫＰＩ（環

境教育・環境学習参加者数）の目標達成に向けても、大きな推進力となるものと期待している。 

 

３．受講者や講師の交通利便性を確保する方策 

○ 本県における交通ネットワークについて、陸路は平成 15 年 3 月に高松自動車道が全線開通、本州とは唯一の鉄道併用橋である瀬戸大橋で結ばれており、空路は、羽田便のほか、平成 25 年 12 月から成田便が

就航、国際線はソウル、上海、台北を結ぶ３路線が就航、海路は神戸、宇野航路のほか、小豆島を結ぶフェリー・高速艇も充実しており、利便性の高い交通ネットワークを有している（別紙２）。 

○ 特に空路については、羽田～高松便が往復 13 便あり、環境省職員が講師等を行う場合でも、日帰りによる対応が十分可能である。 

○ また、道路の整備状況については、可住地面積の割合が比較的高いこともあり、道路密度は大阪、東京、愛知に次いで全国４位、道路舗装率は３位と、全国的に高い割合となっている。 

○ 研修受講者約 1,800 人の８割以上は地方自治体職員であり、また、講師は全国各地の有識者で構成されており、当研修所と東京圏との関連性は低いものと考えている。 

○ 現在の外部講師のうち、環境省職員が約２割を占めており、その多くは本省職員である。本省職員による講義は、基調講義を中心とした内容となっていることから、例えば、基礎的な基調講座等については、

本省と研修所を通信で結ぶサテライト的な講義を取り入れることで、環境省職員の負担軽減を図るとともに、交通費削減に繋げることができるのではないかと考えている。 

○ また、環境省職員の講師の内訳では、同一研修で同じ組織（所属）の中から複数人が講師として派遣されているものもあることから、講師を担う職員の絞り込みを行うことで、効率化が図れるのではないか

と考えている。 

○ 大学等からの外部講師については、約半数の方が東京圏外から招聘されており、地方に分散していることから、当研修所が本県に移転したとしても、全体としての交通利便性悪化には繋がらないものと考え

ている。また、中四国や関西圏にも、環境分野の著名な大学教授等が多数おり、移転に伴い研修の質が低下したり、非効率な運営となるものではないと考えている。 

○ 民間団体等からの外部講師については、約９割が東京圏から招聘されているが、現在、当研修所が東京圏にあることから、どうしても東京圏に偏りがちになっているものと考えられる。当研修所が本県に移

転した場合には、本県や近県からも、ネットワークを活用した効率的な講師の派遣が可能と考える。 

○ さらに、本県には、里海づくり、どんぐり銀行など先進的な取組みを行っている担当者がおり、容易に、かつ安価な旅費で講師として派遣することも可能であり、また、近県においても様々な取組みを行っ

ており、そうしたところから新たな講師を確保することで、効果的・効率的な運営に資するのではないかと考えている。 

○ 本県への移転により、当該道府県以外の道府県の利便性が悪化したり、国全体としての機能が低下することは想定しにくく、仮に首都圏との連絡調整業務等があったとしても、アクセスが充実しているため、

支障なく対応できると考える。 

○ また、本県に移転する必要性・効果は非常に大きく、国としての機能は維持されることはもとより運用いかんによってはむしろ向上することが期待できると考える。 

○ 本県は、支店経済により発展してきた歴史があるが、県外から移り住んでこられた方々は口を揃えて、「香川県は住みやすい」と言っていただいており、同研修所職員の方々や研修を受講される方々にもその

ように実感していただけるものと確信している。 
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◎「かがわ創生総合戦略（案）」との関係 

○ 本県では、国に先駆けて検討を開始し、平成 25 年７月に「香川県産業成長戦略」を策定し、戦略的

な産業振興などにより経済の活性化と雇用の拡大を図り、人口の社会増減をプラスに回復させることを

目指してきた。 

○ 今般、「かがわ人口ビジョン」を踏まえ、「かがわ創生総合戦略」を策定し、今後、「人口減少抑制戦

略」、「人口減少社会適応戦略」の２つの戦略のもと、より一層、人口減少の克服と地域活力の向上対策

に重点的に取り組むこととしている。 

○ 「人口減少抑制戦略」において、「企業の本社機能や、国及び独立行政法人等の研究機関・研修所な

どの政府関係機関の地方移転など、東京一極集中の是正に向けた取組みを進める。」と積極的に誘致に

取り組むことを明記することとしている。 

○ 具体的な施策としては、「環境を守り育てる地域づくりの推進」を掲げ、クリーンで快適に暮らせる

香川を目指して、里海づくりの普及拡大や環境を守り育てていくための人づくりなどに取り組むことと

している。 

○ ＫＰＩには「環境教育・環境学習参加者数」を５年後に年間約 2,000 人増を掲げており、今回の地方

への移転により、目標値達成に向けた取組みが加速することを期待するとともに、本県の環境保全の一

層の充実・強化につながることはもとより、瀬戸内海を中心とした新たな環境保全の拠点をめざすもの

である。 

 

◎本県の強み（特性）との関係 

（１）コンパクトな県土の中に瀬戸内海をはじめ豊かで美しい自然があること 

○ 本県は、北に日本で初めて国立公園に指定され、「世界の宝石」とも称される瀬戸内海を望み、南に

讃岐山脈が連なり、中央に広がる讃岐平野には、ため池や円錐型の里山が点在するなど、みどり豊かで

美しい自然環境に恵まれている。 

○ 本県の県土面積は全国で最も小さく、「環境調査研修所」においても、本県のこうした豊かで美しい

自然環境をフィールドあるいは題材にした研修を効果的に行うことができる。 

○ 本県の気候は年間を通じて比較的温暖で降水量は少なく、年間日照時間は年間上位にある（年間日照

時間数の平年値（昭和 56 年～平成 22 年）は 2053.9 時間で全国 11 位）。 

○ 地震・台風などの自然災害が少なく、これに温暖な気候と、都市型インフラの充実などの暮らしやす

さが加わり、他地域に比べて安全・安心が確保されている地理的条件が強みとなっている（自然災害被

害額 平成 24 年 198 百万円で少ない方から全国４位、平成 25 年 977 百万円で少ない方から全国５位、

震度 ５強以上の地震発生回数は過去 30 年間で１回のみ）。 

 

（２）里海づくりの取組み 

○ 本県では、平成 25 年度から県全域を対象に、「人と自然が共生する持続可能な豊かな海」の実現を目

指し、海域と陸域を一体的に捉えた、多くの県民の参画による里海づくりの取組みを始め、里海づくり

体験ツアーの実施や環境保全団体のネットワーク化、県と内陸部を含む県内全市町、漁業者の協働によ

る香川県方式の海底堆積ごみの回収・処理をはじめとする海ごみ対策など、山・川・里（まち）・海を繋

げる各種施策を総合的に推進している。 

  

 

 

 

環境分野における、香川県の特性を活かした研修実施の意義を否定するものではないが、移転については、

下記のとおり多くの課題がある。 

これまでの論点を再整理（下線部＝加筆） 
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○ こうした取組みは、里海づくりを推進している環境省からも評価いただいており、先進事例として平

成 25 年度・26 年度に中央環境審議会で発表するとともに、香川県方式の海底堆積ごみ回収処理システ

ムなどの海域・陸域一体となった総合的な海ごみ対策が優れているとして環境省からの推薦をいただ

き、昨年 9月に韓国で開催された海ごみの国際会議において、日本の自治体を代表して本県の取組みを

発表したところである。 

○ 平成 28 年春には、里海づくりを牽引する人材の育成を図るため、「かがわ里海大学」(仮称)を開校す

ることとしており、そこで使用する教材、里海体験のフィールド等は「環境調査研修所」の研修におい

ても活用いただけるものと考えている。 

 

（３）豊島廃棄物等処理事業 

○ 昭和 50 年代後半から平成 2 年にかけて香川県土庄町豊島に我が国でも類を見ない量の産業廃棄物が

不法投棄され、平成 12 年 6 月の公害調停成立を経て、県が直島町に中間処理施設を建設し、平成 15 年

度から処理を行っている。この豊島問題は、経済優先社会のいわゆるごみの問題を世に問い、我が国が

より環境負荷の少ない循環型社会を目指していくきっかけとなり、廃棄物処理法の抜本改正や自動車リ

サイクル法の制定につながったほか、豊島廃棄物等の処理は、飛灰やスラグなどの副生物を埋め立てる

ことなく再生利用するものであり、我が国が目指すべき循環型社会の新たな展望を開くものである。 

○ 現在、調停条項で定められた平成 29 年 3 月の処理期限を厳守するよう全力で処理に取り組んでいる

ところであり、処理終了後、施設は撤去等を行う予定であるが、豊島問題の教訓や、処理に伴い蓄積し

た知識・技術などについて、今後の本県廃棄物行政に活かすことはもちろん、「環境調査研修所」におい

ても活用いただけるものと考えている。 

 

（４）人材育成の取組み 

○ 本県では、学校における環境教育を推進するため、平成 24 年度以降、本県独自の環境学習教材とし

て「さぬきっ子環境スタディ」を開発しており、昨年 2月に行った県内小中学校に対するアンケート結

果によると、小学校 86％、中学校 68.9％で活用されており、また、この教材について、日本環境教育

学会や日本エネルギー環境教育学会で発表したところ、地域教材の新しいモデルとして高い評価をいた

だいている。 

○ また、現在、次期環境基本計画の策定作業を行っているところであるが、「環境を守り育てるための

人づくり」を大きな柱の１つとし、「かがわ里海大学」(仮称)の開校や「さぬきっ子環境スタディ」の充

実等に加え、県民参加の森づくりのリーダーとなる人材の養成や、生活と森林との関わりを考えるきっ

かけづくりを目的とした「みどりの生涯学習制度」を構築するとともに、本県に生息する貴重な動植物

を調査研究できる人材、生物多様性の保全に関し指導的役割を担う人材の育成を図るため、「かがわナ

チュラルリサーチャー養成塾」(仮称)を開講したいと考えている。 

○ こうした本県の人材育成の取組みと同研修所が連携を図ることにより、相乗効果が生み出されるもの

と考える。 

 

（５）その他 

○ 質の高い循環型社会の形成を目指し、環境への負荷をより低減するため、３Ｒの普及啓発や世代に応

じた環境教育・学習の推進の取組みを行っており、県民１人１日当たりのごみ排出量は全国６位の少な

さとなっている。 

○ 本県独自の条例である「みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例」により、一定規模以上の土地

開発行為を行う場合に事前協議を義務付けるなど、計画的な緑化の推進、みどりの保全に必要な土地利

用の調整を行うとともに、みどりの巡視員などにより監視活動や自然保護思想の普及啓発、自然保護教

育の充実に取り組んでいる。 
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○ さらに、身近なみどりの整備・管理として、豊かな自然の中でのレクリエーションや憩いの場として

より多くの県民が利用できるよう、指定管理者制度の活用などにより、森林公園、都市公園などの適切

な維持管理と利用促進に取組むとともに、都市公園や港湾緑地整備なども積極的に実施しており、都市

計画区域内等人口１人当たり都市公園等面積は全国６位の広さになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

評価・検討

のポイント 
本県の提案 各府省の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関の任務

に照らした

成果の確保・

向上、行政運

営の効率の

確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当該行政分野全体の業務執行において効率的な運営となるか。 

○ 本県の取組みで使っている教材や環境フィールド等は、同研修所で活用いただけるものと考えてお

り、移転により機能が低下するとは考えられない。 

○ また、植田和弘氏や山地憲治氏など、環境関係の有識者には本県出身者がおり、本県の事例等を題材

として取り上げやすい。 

○ 本県の取組みを具体的な事例として研修内容に反映させ、地方における環境保全の取組みを強く発信

することは、その他の地方における環境行政の推進に繋がるものと考える。 

○ また、香川県環境保健研究センターが高松市に所在し、大気監視、水質・自然環境、廃棄物・リサイ

クルなどにおける研究・調査等を行っており、本センターと当研修所が運営について連携、協力を図る

ことで、効率的な運営に繋がるものと考える。 

 

② 政策の企画立案・執行において、より高い効果が期待できるか 

○ 「かがわ創生総合戦略」で掲げる「環境を守り育てていくための人づくり」や「クリーンで快適に暮

らせる香川」が実現でき、引いては「地域の元気を創る」こと、「安心で暮らしやすい環境を創る」こと

ができるものであると考えており、「環境調査研修所」の移転は、本県の人口減少の抑制や交流人口の

増加を図るため、大変有効である。 

○ 当研修所の職員及びその家族の移住による人口増加や研修受講者（H26 研修実績 1,890 名）による交

流人口の拡大に繋がり、人の流れを変えることができるほか、経済効果も期待できる。 

 

③ 当該行政分野の対象となる民間や自治体等の関係で支障をきたさないか 

○ 本県の取組みを行うに当たり懸念しているのが、豊富で専門的な知識を持つ講師が不足している点で

ある。 

○ 「環境調査研修所」が本県に移転し、同研修所の講師が「かがわ里海大学」(仮称)で講義やアドバイ

スをいただければ、真に本県の里海づくりを担っていける人材が育成できるものと考えている。 

○ また、「みどりの生涯学習制度」や「かがわナチュラルリサーチャー養成塾」(仮称)についても同様

な効果が十分に期待できる。 

○ さらに、「さぬきっ子環境スタディ」についても、「環境調査研修所」のアドバイスを受けることによ

り、より内容の充実が図られ、学校での利用の拡大が十分に期待できる。 

○ 加えて、多くの香川県職員や本県の環境保全に携わっている人々が同研修所の研修を受けることによ

り、本県が行っている環境行政全般のレベルアップや環境教育全般の底上げが大きく図られるものと考

えている。 

○ そうしたことにより、「かがわ創生総合戦略」で掲げる「環境を守り育てていくための人づくり」や

「クリーンで快適に暮らせる香川」が実現でき、引いては「地域の元気を創る」こと、「安心で暮らしや

すい環境を創る」ことができるものであると考えており、「環境調査研修所」の移転は、本県の人口減少

の抑制や交流人口の増加を図るため、欠くことのできないものである。 

 

④ 業務執行や企画立案において、府省庁間の連携が図れるか 

○ 高松市に環境省の地方支分部局である中国四国地方環境事務所の高松事務所があるため、当事務所を

通じて府省庁間の連携は図られるものと考えている。 

○ 仮に首都圏との連絡調整業務等があったとしても、アクセスが充実しているため、支障なく対応でき

ると考える。 

 

「機関の任務に照らした成果の確保・向上，行政運営の効率の確保」の観点から、以下が懸念される。 

・ 「その機関の任務の性格上，東京圏になければならないか」に記載した、「運営経費の節減等」、「講師

の確保等の研修の質の向上」、「専門性の高い研修施設の確保」、「精密機器の保守」観点から、東京圏に

位置することと比較し、移転することのメリットを見出せるかどうかが課題。 

 

・ 財政状況が厳しい中、新たな施設整備等を含む多額の移転費用の捻出が困難。 

 

・ 研修所は、環境省業務継続計画（平成 26 年 6 月）において、首都直下地震が発生し、本省庁舎が使用

不能となった場合の代替庁舎の一つと位置付けられていることから、移転した場合、地震時の業務継続

性の確保が課題。 
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⑤ 国会等への対応に支障はきたさないか 

○ 高松市に環境省の地方支分部局である中国四国地方環境事務所の高松事務所があるため、当事務所を

通じて府省庁間の連携は図られるものと考えている。 

○ 仮に首都圏との連絡調整業務等があったとしても、アクセスが充実しているため、支障なく対応でき

ると考える。 

 

⑥移転により新たな付加価値を創出するための取組（現地実習プログラム等）の具体イメージ 

○ 瀬戸内海をはじめ、本県は恵まれた自然環境の下、海岸沿いから中山間地域まで、様々な環境フィー

ルドを有しており、効率的・効果的な研修が可能である。 

◎里海づくり 

○ 本県では、平成 25 年度から、全国で初めて全県域を対象に、山・川・里(まち)・海を一体的に捉え、

保全と活用の両面から人が適切に関わることにより「豊かな海」をつくっていこうとする「里海づくり」

の取組みを始めており、山・川・里(まち)・海それぞれで活動する団体のネットワーク化や、里海づく

りの体験活動の拠点づくり、県・山間部を含むすべての市町・漁業者等が連携して行う香川県方式の海

ごみ対策など、様々な取組みを行っている。 

○ 環境調査研修所の研修において、こうした本県の取組みについて、事例として講義するとともに、里

海づくりの体験活動に参加していただくことが研修効果をあげるのに有効であると考えている。この体

験活動は、坂出市の王越という、里海と里山を併せ持つ地域を主な拠点として実施している。 

○ 具体的には、瀬戸内海に１万 3,000 トン以上あると言われている海ごみについて学ぶため、海岸でど

んなごみがどの程度あるかを調査するとともに、近年利用されなくなりヘドロ化しているアオサの回収

を行っていただく。また、現役の猟師の案内により耕作放棄地となっている場所がイノシシに荒らさて

いる現状を見ていただくほか、放置竹林の伐採体験をしていただく。さらに、王越の海でとれる鯛を使

った「鯛めし」や「亀の手」を入れた味噌汁、山で捕獲したイノシシの肉やみかんを味わっていただく。 

○ こうした体験活動により、山から海までのつながりをより認識することができ、また、海ごみやアオ

サ、イノシシ、放置竹林など地域の課題について実感していただくことができる。加えて、本県の里海

づくりは、住民との協働による地域づくりでもあり、体験活動を提供する側の１つである自治会や婦人

会など地域づくり活動についても学ぶことができるものと考えている。 

 

◎どんぐり銀行活動とみどりの生涯学習制度 

○ 環境行政を推進するためには、各種規制をはじめとした制度・政策の設計と合わせて、住民に環境問

題に関心を持っていただき、具体的な行動をしていただくことが重要である。平成４年に本県が全国に

先駆け始めた「どんぐり銀行」はその具体的な事例として、環境調査研修所の研修プログラムとしてふ

さわしいものと考える。 

○ この「どんぐり銀行」は、ドングリを「森の通貨」に見立て、県民(子どもが中心)がドングリを持参

すれば預金通帳を発行し、その通貨や払戻で苗木等と交換できる仕組みである。預金者には情報誌であ

る「どんぐり通信」を発送し、その中で、森の観察会、タケノコ掘り、昆虫採集、ドングリ拾い、ネイ

チャーゲーム、カブトムシの森づくりなど様々なイベントへ勧誘する。 

○  また、こうしたイベントを実施するのは、ＮＰＯ法人どんぐりネットワークをはじめとしたボランテ

ィア団体等であるが、これらの団体を支えるスタッフは、イベント参加者の中から自然に供給されるよ

うな運営をしていることも特色の１つである。 

○ 平成 28 年度から実施を予定している「みどりの生涯学習制度」はこのような「どんぐり銀行」の特

色を、県内の様々な環境活動をしている団体や個人を巻き込んだものとして体系化し情報発信すること

 

 

 

 

 

 

・ 限られた研修期間内で、研修生に必要な技術と知識を習得させる必要があるため、専門家等を招いて

の研修室での集中的な講義プログラムを実施しており、現地研修は最小限で実施（研修日数に占める割

合は２％）していることから、現地研修フィールドのメリットは相対的に小さい。 
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により、環境活動全般を活発化しようとするものである。 

○ こうした「どんぐり銀行」を中心とした環境教育の取組みを具体的な事例として、研修生が座学によ

り研究・学習する機会とするとともに、実際のイベント等に参加者あるいは主催者として参加体験する

機会を通して、環境行動への参加を促す研修が実施できるものと考えている。 

 

◎その他の現地実習プログラム等 

○  国内最大である瀬戸内海国立公園のうち 27％が本県の区域であり、本県の県土面積の約 10％が国立

公園に指定されている。 

○ 屋島に代表されるメサや飯野山をはじめとしたビュートなど、特徴的な景観を形成しており、国立公

園として保全されているものも見ることができる。また、県内の主要観光地である屋島、寒霞渓、五色

台、琴平山なども国立公園の区域内にある。 

○ このうち、特に五色台には国民休暇村を中心としてキャンプ場、遊歩道、ビジターセンターが整備さ

れており、その周辺には県の瀬戸内海歴史民俗資料館や自然科学館など、自然環境や歴史を学ぶことの

できる施設が集積している。環境調査研修所において、こうした施設を活用した現地実習等を行うこと

ができるものと考えている。 

○ そのほか、島しょ部に広がる海浜植生、ため池等の湿性植生、金刀比羅宮の鎮守の森に代表される照

葉樹林などの植生、さらには動物や学術的に貴重な地質などを比較的短時間で観察することが可能であ

る。 

 

○ このように、本県は様々な環境フィールドを有しており、これらを有効活用した研修を新たに取り入

れ、現地研修カリキュラムを拡大・充実させていくことは、当研修所が目指す「環境行政に従事する国・

地方公共団体の担当職員等の能力の開発、資質の向上を図るため各種の環境保全に関する研修」に十分

に貢献できるもの考えており、移転により運用いかんによっては機能向上になると考えている。 

○ また、フィールド提供による交流・連携や講師の派遣などを通じ、環境に対する経験・知識の蓄積、

地域における環境保全に対する気運醸成に繋がることから、かがわ創生総合戦略に掲げているＫＰＩ

（環境教育・環境学習参加者数）の目標達成に向けても、大きな推進力となるものと期待している。 
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◎交通ネットワークの充実 

○ 本県における交通ネットワークについて、陸路は平成 15 年 3 月に高松自動車道が全線開通、本州と

は唯一の鉄道併用橋である瀬戸大橋で結ばれており、空路は、羽田便のほか、平成 25 年 12 月から成田

便が就航、国際線はソウル、上海、台北を結ぶ３路線が就航、海路は神戸、宇野航路のほか、小豆島を

結ぶフェリー・高速艇も充実しており、利便性の高い交通ネットワークを有している。 

○ 特に空路については、羽田～高松便が往復 13 便あり、環境省職員が講師等を行う場合でも、日帰り

による対応が十分可能である。 

○ また、道路の整備状況については、可住地面積の割合が比較的高いこともあり、道路密度は大阪、東

京、愛知に次いで全国４位、道路舗装率は３位と、全国的に高い割合となっている。 

 

◎受講者・講師の交通利便性の確保策 

○ 研修受講者約 1,800 人の８割以上は地方自治体職員であり、また、講師は全国各地の有識者で構成さ

れており、当研修所と東京圏との関連性は低いものと考えている。 

○ 現在の外部講師のうち、環境省職員が約２割を占めており、その多くは本省職員である。本省職員に

よる講義は、基調講義を中心とした内容となっていることから、例えば、基礎的な基調講座等について

は、本省と研修所を通信で結ぶサテライト的な講義を取り入れることで、環境省職員の負担軽減を図る

とともに、交通費削減に繋げることができるのではないかと考えている。 

○ また、環境省職員の講師の内訳では、同一研修で同じ組織（所属）の中から複数人が講師として派遣

されているものもあることから、講師を担う職員の絞り込みを行うことで、効率化が図れるのではない

かと考えている。 

○ 大学等からの外部講師については、約半数の方が東京圏外から招聘されており、地方に分散している

ことから、当研修所が本県に移転したとしても、全体としての交通利便性悪化には繋がらないものと考

えている。また、中四国や関西圏にも、環境分野の著名な大学教授等が多数おり、移転に伴い研修の質

が低下したり、非効率な運営となるものではないと考えている。 

○ 民間団体等からの外部講師については、約９割が東京圏から招聘されているが、現在、当研修所が東

京圏にあることから、どうしても東京圏に偏りがちになっているものと考えられる。当研修所が本県に

移転した場合には、本県や近県からも、ネットワークを活用した効率的な講師の派遣が可能と考える。 

○ さらに、本県には、里海づくり、どんぐり銀行など先進的な取組みを行っている担当者がおり、容易

に、かつ安価な旅費で講師として派遣することも可能であり、また、近県においても様々な取組みを行

っており、そうしたところから新たな講師を確保することで、効果的・効率的な運営に資するのではな

いかと考えている。 

 

○ 本県への移転により、当該道府県以外の道府県の利便性が悪化したり、国全体としての機能が低下す

ることは想定しにくく、仮に首都圏との連絡調整業務等があったとしても、アクセスが充実しているた

め、支障なく対応できると考える。 

○ また、本県に移転する必要性・効果は非常に大きく、国としての機能は維持されることはもとより運

用いかんによってはむしろ向上することが期待できると考える。 

○ 本県は、支店経済により発展してきた歴史があるが、県外から移り住んでこられた方々は口を揃えて、

「香川県は住みやすい」と言っていただいており、同研修所職員の方々や研修を受講される方々にもそ

のように実感していただけるものと確信している。 

 

 

環境調査研修所（以下、研修所）の任務は、環境行政を担当する国及び地方自治体等の職員への研修を

効果的かつ円滑に実施することであり、次の観点から、研修所が東京圏に位置するメリットが大きいと考

えている。 

 

（運営経費の節減等）  

研修所へのアクセスに係る所要時間は、東京駅から約６０分、羽田空港から約９０分であり、また研修

所最寄り駅まで運行されている電車の本数も多く、全国各地から東京駅又は羽田空港へ向かう経路も充実

しているため、全国から研修に参加する研修生（環境省地方機関職員、地方自治体職員等）にとってアク

セスが容易である。  

また、平成２６年度に研修に参加した環境省職員２３３名のうち１０５名（約４５％）は環境省本省に

所属しており、研修所が東京圏に位置することでこれらの職員の旅費等の経費抑制を図ることができる。 

特に本省職員は、多忙な日常業務との調整を図りながら研修に参加しているため、アクセスが容易なこと

は本来業務への影響を軽減することにも繋がっている。 現状、限られた運営経費の中、経費節減を図り

つつ運営していることから、仮に移転となると、現在の研修実績の維持を前提とすれば、旅費等が増加と

なるため、追加的な財源の確保が必要となる。 

 

（講師の確保等の研修の質の向上）  

平成２６年度の３３の研修コースにおいて、環境省本省の担当部署の職員１３２名が講師として参加し

ており、関係法令や当該分野の最新の動向についての説明やグループ討議への助言を行っている。 また、

平成２６年度に講師として招聘した専門家３９１名のうち３１３名（約８０％）は東京圏の大学、団体、

企業に所属している。  

東京圏では、専門知識を有する各分野の人材が集積しているため、研修に相応しい講師を確保しやすく、

多忙な一線級の講師を招聘する場合にも、研修所が東京圏に位置しアクセスが容易なことは有利である。 

このように、研修所が東京圏に位置することで研修の質の維持に重要な講師の選定を的確に行うことがで

きる。また、講師旅費等の経費抑制の面でも有利である。 
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その機関の

任務の性格

上、東京圏に

なければな

らないか 

 

○ 耐震改修等を実施した施設は貴重な資産ではあるが、当研修所が移転した場合には、例えば、その土

地、施設について、国全体として他目的での有効活用法の検討や、売却益による移転資金の確保など、

様々な手法が検討できるのではないかと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県にも機器メーカー等の支社や代理店等があり、メンテナンスや故障時の修理を円滑に行うことが

できると考えている。実際に、本県の環境保健研究センターでも大気汚染物質や水質等の分析を行って

いるが、機器のメンテナンス等に支障は生じていない。 

（専門性の高い研修施設の確保）  

研修所では、参加人数の異なる様々な研修に対応するため、規模の異なる各種講義室のほか、研修生が

滞在するための宿泊施設、厚生施設を設置している。  

・本館（講堂：定員 120 名、第一教室：定員 60 名、第四、第五教室：各定員 20 名、第六教室：定員 50

名） 

・研修棟（大セミナー室：定員 72 名、中小セミナー室：定員各 20 名）  

・宿泊棟（120 室、収容 120 名）、厚生棟（食堂 140 席、男女浴場、シャワー室） 

また、環境汚染物質の分析研修を行うため、各種精密機器を備えた実習棟、特殊実習棟、第２特殊実習

棟を順次整備してきており、さらに、これらの施設から排出される有害物質を含んだ廃水を処理する施設

を併せて設置している。  

これらの施設のうち整備時期が古く耐震構造上問題があった本館、宿泊棟、実習棟について平成２０年

度及び平成２２年度に耐震補強工事（工事費：約２億円）を行い、今後も継続して使用することが可能な

状態となっている。  

このように、研修所の施設は、多様な研修に対応するために累次の拡充が図られてきたものであり、ま

た今後も研修施設として使用することを前提として耐震補強工事を行っていることから、引き続き研修施

設として使用することが合理的である。 

 

 

（精密機器の保守）  

研修所では環境汚染物質の分析研修に用いる各種分析装置（約１３０基）を保有しており、メンテナン

スや故障時の修理を機器メーカーに発注している。 機器メーカーの多くは東京圏の営業所に常駐する技

術者が充実しているため、研修所が東京圏に位置することで故障時対応を迅速に行うことができ、保守に

係る経費を抑制できる 
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評価・検討

のポイント 
本県の提案 各府省の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件整備 

① 施設確保・組織運営に当たり、どのような工夫がなされているか 

○ 本県においては、高松市のほか、県内に所在する複数の誘致先を提案しており、当研修所の意向に応

じて調整が可能である。 

○ 瀬戸内海をはじめとする豊かな自然環境を有しており、様々な環境学習のフィールドを提供できる。 

○ 本県においては、県内に所在する複数の候補地を提案しており、提案している候補地は、更地のほか、

改修等により既存施設が活用可能なものもあり、当研修所の意向に応じ調整が可能である（別紙１）。 

○ 例えば、高松サンポート合同庁舎建設に伴って生まれる、四国管区警察局や四国財務局、高松第二地

方合同庁舎など移転跡地（建物あり）や、統廃合により生まれる高校跡地（建物あり）など、これら

の有効活用により財政負担の軽減につながるものも提案している。 

○ あわせて、職員の候補地については、処分予定の国家公務員官舎も提案しており、これらの土地・建

物の有効活用も図れるのではないかと考えている。 

○ また、国の公有財産や公有地については、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27 年６月

30 日閣議決定）で、公的ストックの有効活用として、既存ストックの再活用や施設の集約化・広域連

携を踏まえ、国公有財産の最適利用や、国公有地の未利用地の売却・有効活用を推進するとともに、

企業等による新たな事業の展開を促進することとなっており、こうした方針にも沿う形での整備も可

能ではないかと考えている。 

○ なお、新たに宿泊施設等の整備が必要なものについては、国からの要望を踏まえ、可能な範囲で支援

策を検討したい。 

○ 宿泊に伴う受講者の費用の見込みについては、研修所の候補地内に宿泊施設を新設、改修する限りに

おいては、これまでの費用負担の考え方と同様になるものと考えている。 

○ 宿泊施設を候補地内に新設、改修しないとの方針であれば、近隣に所在するホテル等の宿泊施設を県、

関係市町が一体となってあっせんに努める。 

 

② 国・独立行政法人の組織・費用が増大するものとなっていないか（地方としてどのような条件整備の

工夫ができるか） 

○ 施設整備については、国からの提案を踏まえて真摯に検討する。 

 

③職員の生活環境・住環境が確保されているか 

○ 職員の居住環境の確保については、県所有の遊休宿舎や廃止決定され処分予定の国家公務員宿舎が多

数あり、その土地・施設の利活用を検討する。 

 

既存施設活用の適否等、候補地の状況について確認する必要がある。 

既存施設が活用できず、施設整備が必要となる場合は、本館、研修棟、宿泊棟などのほか、環境汚染物

質の分析研修を行うための、各種精密機器を備えた実習棟や、当該施設から排出される有害物質を含んだ

廃水処理施設等も併せて設置する必要がある。 

現施設については、耐震構造上問題があった本館、宿泊棟、実習棟は近年耐震補強工事（工事費：約２

億円）を行い、今後も継続して使用することが可能な状態となっている中、新たな施設整備を伴う移転経

費の捻出が大きな課題と考える。  

また、施設整備等の初期投資に加えて、経常的な運営経費についても、東京圏から移転することにより

旅費等の負担が増大するため、既存の予算枠では対応が困難。 

 

 

その他特記

事項 

 （参考）合宿研修における受講者の負担 

 宿泊費として、シーツのクリーニング代（１週間当たり３８０円）を負担しており、食事代は、１日当

たり１，９００円（朝・昼・夕）の負担となっている。 

 

 

 

 

 































































































































 

○本県へのアクセス状況 

空 路 

（国内線） 

・高松⇔羽田  13往復/日 約１時間 20 分 

・高松⇔成田  ３往復/日 約１時間 25 分 

・高松⇔沖縄  １往復/日 約２時間 

（国際線） 

・高松⇔ソウル ３往復/週 約１時間 35 分 

・高松⇔上海  ４往復/週 約２時間 

・高松⇔台北  ４往復/週 約２時間 40 分 

バ ス 

（夜行バス） 

・高松駅⇔東京駅  ２往復/日 約 10 時間 30 分 

・高松駅⇔名古屋駅 ２往復/日 約７時間 30 分 

・高松駅⇔博多駅  １往復/日 約 10 時間 

（高速バス） 

・高松駅⇔なんば BT 16 往復/日 約３時間 40 分 

・高松駅⇔大阪駅  32 往復/日 約３時間 45 分 

・高松駅⇔関西空港 ７往復/日 約３時間 30 分 

・高松駅⇔新神戸駅 20 往復/日 約３時間 

・高松駅⇔神戸三宮 ７往復/日 約２時間 40 分 

・高松駅⇔京都駅  ７往復/日 約３時間 40 分 

鉄 道 

（快速列車 マリンライナー） 

・高松駅⇔岡山駅  36 往復/日 約 55 分  

（特急列車 しおかぜ） 

・多度津駅⇔岡山駅 15 往復/日 約 40 分  

航 路 

・高松港⇔神戸港  ４往復/日 約４時間（フェリー） 

・高松港⇔土庄港  15往復/日 約 35 分（高速艇） 

          15往復/日 約 60 分（フェリー） 

・高松港⇔宇野港  15往復/日 約 65 分（フェリー） 

・福田港⇔姫路港  ７往復/日 約 100 分（フェリー）     

※その他、県内離島への航路多数運用 

 

別紙２ 




